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① 件  名 

公共施設等総合管理計画の進捗状況について 

② 施策等を必要とする背景及び目的（理由） 

【背景】 

平成２４年１２月に発生した笹子トンネル天井板崩落事故等を背景に、全国的に公共施設等の老朽

化対策が大きな課題となり、平成２５年１１月に国において「インフラ長寿命化基本計画」を策定し

た。 

平成２６年４月に、総務省から全ての地方公共団体に対し、速やかに公共施設等の総合的かつ計画

的な管理を推進するための計画の策定が要請され、公共施設等の統廃合や管理等の総合的な基本方針

を定めた「石巻市公共施設等総合管理計画」を平成２８年３月に策定した。 

 

【目的】 

長期的な視点で、公共施設等の更新・統廃合・長寿命化等について計画的に実施していくため、「石

巻市公共施設等総合管理計画」で定めた方針に基づき、公共施設等の適正管理を計画的に推進する。 

③ 根拠法令及び震災復興基本計画又は個別計画との整合性 

【根拠法令】 

「公共施設等の総合的かつ計画的な管理の推進について」（平成２６年４月２２日付総務大臣通知） 

  

【〔総合計画・震災復興基本計画の位置付け：有・無〕  

又は〔個別計画との整合性〕行財政改革推進プラン２０２５：有・無】 

〔総合計画〕 

第１章 ともに創る協働のまち 第４節 安定した行財政運営を構築する 

１ 持続可能な行財政運営を推進する 

〔行財政改革推進プラン２０２５〕 

基本目標３ 業務の最適化と経費削減 取組項目１０ 公共施設等総合管理計画の推進 

④ 提案に至るまでの経過（市民参加の有無とその内容を含む。） 

平成２８年３月「石巻市公共施設等総合管理計画」策定 

⑤ 主な内容 

計画書の全体方針として、災害に強い公共施設づくりの推進やハコモノ及びインフラ公共施設の今

後のあり方について記載している。 

ハコモノ施設については、公共施設の安全確保と併せ、適正配置や総量の縮減（延床面積２０％削

減：約１５万㎡）とし、インフラ施設については、維持管理費用の削減や安全確保、住みやすいまち

づくりのための計画的な新規整備としている。 

今回、令和２年度末の公共施設の施設数及び延床面積等について、取りまとめし報告する。 

 

【増減内容】 

〔ハコモノ施設（全体）〕 

 

 

 

 

 

基準日 施設数 延床面積 

令和元年度末 804 1,142,065.32㎡ 

令和２年度末 819 1,177,653.29㎡ 

前年度増減 15 35,587.97㎡ 

資料 ２ 



〔ハコモノ施設（主な増減）〕 

区 分 施設名 施設数 延床面積 

新 設 

①雄勝硯伝統産業会館 1 1,652.02㎡ 

②雄勝観光物産交流館 1 1,097.93㎡ 

③おしかホエールランド 1 1,127.16㎡ 

④総合支所（雄勝、北上） 2 4,987.82㎡ 

⑤ささえあいセンター 1 4,256.61㎡ 

⑥公民館（北上、雄勝） 2 4,969.11㎡ 

⑦複合文化施設「マルホンまきあーとテラス」 1 13,267.54㎡ 

⑧北上小学校 1 4,411.00㎡ 

その他 17 3,885.19㎡ 

 計 27 39,654.38㎡ 

解 体 

①旧蛇田支所 △1 △338.49㎡ 

②旧蛇田公民館 △1 △658.69㎡ 

その他 △6 △1,674.43 ㎡ 

 計 △8 △2,671.61 ㎡ 

譲 渡 

①老人憩の家（成田、馬鞍） △2 △315.47㎡ 

②雄勝森林公園 △1 △652.68㎡ 

 計 △3 △968.15㎡ 

修正等 

旧牡鹿町保健センター △1 △392.25㎡ 

その他 － △34.40 ㎡ 

 計 △1 △ 426.65㎡ 

合 計 15 35,587.97㎡ 
 

〔インフラ施設（主な増減）〕 

道 路 下水道 

基準日 総延長 基準日 整備済面積 

R2.4.1 2,135,027.04ｍ R2.4.1 2,835.5ha 

R3.4.1 2,176,706.03ｍ R3.4.1 2,847.4ha 

前年度増減 41,678.99ｍ 前年度増減 11.9ha 

 

【公共施設等個別施設計画の策定状況】 

計画策定時期 計画数 

令和２年度末まで（策定済） 13 

令和３年度 4 

未 定 3 

国から令和２年度までに個別施設計画を策定することが求められていたことから、早期に策定さ

れるように進捗管理を行う。 

⑥ 実施した場合の影響・効果（財源措置及び複数年のコスト計算を含む。） 

公共施設等の全体数量の把握と適正管理、及び計画に基づく公共施設の解体費用の起債充当による

財源の確保が図られる。 

⑦ 他の自治体の政策との比較検討 

 

⑧ 今後の予定及び施行予定年月日 

令和４年９月 令和３年度末の公共施設状況の行財政改革本部への報告 

 令和４年以降 公共施設等総合管理計画の改訂（各個別施設計画の内容反映等） 

⑨ その他 

 



 


